
５ 川崎市危機管理推進会議規程【危機管理本部】 

（目的及び設置） 

第１条 本市における危機管理（危機（地震、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波、噴火

その他の異常な自然現象並びに大規模な火事及び爆発、放射性物質の大量の放出、多数の

者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故（以下「地震等」という。）、武力攻撃

事態等（武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関

する法律（平成 15年法律第 79号）第１条に規定する武力攻撃事態等をいう。以下同

じ。）並びに地震等及び武力攻撃事態等以外の事件又は事故による緊急事態（以下「事件

等の緊急事態」という。）をいう。以下同じ。）から市民の生命、身体及び財産を保護す

るために、危機による被害及び影響を回避し、又は最小限に抑制するために適切に対処す

ることをいう。以下同じ。）に関する施策の充実と推進体制の強化を図るため、川崎市危

機管理推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事項を審議する。 

(１) 危機管理の基本方針に関すること。 

(２) 地震等及び事件等の緊急事態に対処するための総合的な計画に関すること。 

(３) 武力攻撃事態等に備えた市民の保護のための措置の実施に関する計画に関すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第３条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は市長を、副会長は副市長をもって充てる。 

３ 委員は、上下水道事業管理者、病院事業管理者、教育長、川崎市事務分掌条例（昭和 38

年川崎市条例第 32号）第１条に規定する局及び本部の長並びに会計室長、区長、交通局

長、病院局長、消防局長、市民オンブズマン事務局長、教育委員会事務局教育次長、選挙

管理委員会事務局長、監査事務局長、人事委員会事務局長及び議会局長をもって充てる。 

（会長及び副会長の職務） 

第４条 会長は、推進会議を代表し、推進会議の事務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があ

らかじめ定めた順序によりその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 推進会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。 

（特別会議） 

第５条の２ 第２条各号に掲げる事項のうち特に重要な事項について別に審議する必要があ

ると会長が認めるときは、推進会議に特別会議を置くことができる。 



２ 特別会議は、第３条第２項の会長及び副会長並びに同条第３項の委員のうち会長が指名

する委員をもって組織する。 

３ 特別会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。 

（危機管理主管） 

第６条 川崎市事務分掌条例第１条に規定する局及び本部（危機管理本部を除く。）並びに

会計室、区役所、上下水道局、交通局、病院局、消防局、市民オンブズマン事務局、教育

委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局及び議会局（以下

「局等」という。）に危機管理主管を置く。 

２ 危機管理主管は、局等（区役所を除く。）にあっては危機管理を総括する課長又は担当

課長を、区役所にあっては副区長をもって充てる。 

３ 危機管理主管は、次の職務を行う。 

(１) 局等における地震等及び事件等の緊急事態に対処するための総合的な計画に関するこ

と。 

(２) 局等における武力攻撃事態等に備えた市民の保護のための措置の実施に関する計画に

関すること。 

(３) 前２号に掲げる事項に係る危機管理本部との意見調整、連絡等に関すること。 

（幹事会） 

第７条 推進会議に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、推進会議から指示された事項を審議し、及び推進会議の審議に付すべき事項

について調整を行うものとする。 

３ 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。 

４ 幹事長は、危機管理本部危機管理部長をもって充てる。 

５ 幹事は、危機管理主管をもって充てる。 

６ 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集し、その議長となる。 

（専門部会） 

第８条 推進会議は、必要に応じて、専門の事項を調査させるための専門部会を置くことが

できる。 

２ 専門部会は、部会長及び部会委員をもって組織する。 

３ 部会長及び部会委員は、調査させる事項に関係する職員の中から会長が指名する。 

（関係者の出席等） 

第９条 推進会議、特別会議、幹事会及び専門部会は、必要があると認めるときは、危機管

理について学識経験を有する者又は防災関係機関等の職員の出席を求め、その意見又は説

明を聴くことができる。 

（庶務） 

第 10 条 推進会議の庶務は、危機管理本部において処理する。 

（委任） 



第 11条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関する事項その他必要な事項は、

会長が定める。 

附 則 

この訓令は、平成 17 年１月１日から施行する。 

附 則（平成 17 年３月 31 日訓令第３号） 

この訓令は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 19 年３月 30 日訓令第３号） 

この訓令は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 20 年３月 31 日訓令第２号抄） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成 20年４月１日から施行する。 

附 則（平成 21 年３月 31 日訓令第４号） 

この訓令は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 22 年３月 31 日訓令第２号） 

この訓令は、平成 22 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年３月 30 日訓令第２号） 

この訓令は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 25 年３月 29 日訓令第４号） 

この訓令は、平成 25 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28 年３月 31 日訓令第１号抄） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成 28年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30 年３月 30 日訓令第２号） 

この訓令は、平成 30 年４月１日から施行する。 

附 則（令和年３月 31日訓令第１号） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。


